
EPAに基づく特定原産地証明書
（日本商工会議所発行）
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特定原産地証明書とは？

［参考］日本商工会議所 HP「利用条件の確認」を編集して作成
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/kunibetsu.html

EPA（経済連携協定）に基づいて、
EPA協定国・地域間での輸出入において、
輸入国にて免税・減税の優遇措置を
受けるための証明書
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発行までの流れ

日本商工会議所へオンラインにて下記申請を行います。

①原産品判定依頼申請(生産者もしくは輸出者）・・・原則３営業日

②証明書発給申請（輸出者）・・・原則２営業日

※事前に「企業登録」が必要です。（発行に２週間ほどかかります。）
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①原産品判定依頼(生産者もしくは輸出者）

産品の原産性を判定してもらう手続き

◆輸出者にて行う場合も、生産者からの情報や証明が必要になるため、

生産者の協力は必須。

◆日本商工会議所への手数料は不要。

◆輸出産品の情報（原材料含む）、国やルール、生産者に変更なければ、

一度だけの手続き。
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②証明書発給申請（輸出者）

 個別の輸出にあたって証明書を発行してもらう手続き

◆個別の輸出時に、都度、手続き必要。

◆確定したINVOICE情報が必要。

◆日本商工会議所への手数料が発生。

基本料2,000円+（品目数×500円）

例）3品目の場合 2,000円+500円×3＝3,500円
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輸出者が証明書発給申請のみを行う場合

原産品判定依頼を行った生産者から、その原産品の利用を認め
る「同意通知書」を提出してもらう必要があります。

同意通知書は、生産者が、発給申請者からの依頼を受けて、

立証資料を提出することに同意したことを示すものになります。
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適用される規則

協定・輸出産品HSコードによって適用規則決定。

VAルール…輸出価格における原産品に該当する原材料の価格の割合

により判定。

CTCルール…輸出産品のHSコードと材料・部品のHSコードの変更

により判定。
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VAルール
◆輸出価格（FOB価格）における原産品に該当する原材料の価格の割合により判定。

 生産者の場合、輸出者への販売価格（工場出し価格）における割合。

◆原産材料、経費、利益の価格で、基準値の割合を超えていることが必要。

⇒原産資格割合を満たすまで、原産材料価格を積み上げ。

◆計算ワークシートを提出。

◆原材料価格の根拠資料は法定提出書類ではないが、３又は５年間の保管義務あり。

原産扱いの材料がある場合は、原産性を証明するためのサプライヤー証明が必要！
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※大阪事務所

［出典］日本商工会議所HP「計算ワークシートの例」
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/osakakeisanws.xls
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CTCルール
◆輸出産品のHSコードと使用した材料・部品のHSコードの変更により判定。

CC：２桁（類）、CTH：４桁（項）、CTSH：６桁（号）

◆原材料の単位は、一次材料。

◆原材料のHSコードは素材、用途等に基づいて確認

使用した材料・部品の品目数が膨大な場合、生産工程等の実態に合わせて、

ある程度の固まりとしての部分品として認められる。

◆対比表を提出。

原産材料がある場合は、原産性を証明するためのサプライヤー証明が必要！
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※大阪事務所

［出典］日本商工会議所HP「対比表の例」
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/osakataihihyo.xls
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https://www.jcci.or.jp/gensanchi/epa/osakataihihyo.xls


一次材料とは

輸出産品の生産者が直接仕入れた材料

〈例〉

車の生産者が直接仕入れたタイヤとエンジンが一次材料。

一次材料であるエンジンの生産者が、エンジン生産のために

仕入れたネジ・バルブは、二次材料。

対比表への記載は、一次材料。

※同じ素材・用途の部品は、サイズや形の違いで区別することなく、固まりとしての部分品として認められます。
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ルールによって必要になる情報

VAルール：輸出価格の内訳金額情報

〈例〉部品・材料の仕入額、経費、利益、輸送コスト

CTCルール：製品を構成する原材料の情報

〈例〉部品・材料の一般名称、HSコード

※根拠資料の保管も必要。

〈例〉注文書、納品書、出荷記録、INVOICE 
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サプライヤー証明

VAルールで原産扱いの材料・部品がある場合や、

CTCルールでHSコードの変更がない原産材料がある場合、

材料・部品の生産者に、当該材料・部品自体の「原産性」を

証明するための根拠資料・サプライヤー証明が必要になります。
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HSコード

特定原産地証明書の手続きは、

世界共通の号（=上6桁）までの
情報にて行われます。

特定原産地証明書に記載される
HSコードは、輸入国でのHS

コードです。

日本税関と判断が異なる場合があ
ります。輸出産品のHSコードは、
輸入国税関での確認が必要です。

［参考］日本商工会議所 HP「利用条件の確認」を編集して作成
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/step.html
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https://www.customs.go.jp/searchro/jrosv001.jsp
https://www.jcci.or.jp/gensanchi/step.html


生産者・輸出者とは
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輸出産品の名称について

判定依頼/発給申請時は、輸出産品の下記名称の情報が必要。

◆証明書に記載する正式名称（英文）

輸入国側での使用名称・INVOICE表記と一致していること。

◆一般名称（英文・和文）

審査時、どのような製品か判断できるものであること。

※型番程度であれば、発給申請時に追記が認められるケースあり。
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委託生産の場合
委託者と受託者ともに、原産品判定依頼申請手続き上の生産者にあたり、

どちらも原産品判定依頼の申請を行うことができます。

◆受託者にて原産品判定依頼の申請を行う場合

下記事項が確認できる業務委託契約書等を提出。

製造の指示、原材料などの供給、個別契約、再委託、仕様、品質保証、

図面の取扱い、契約期間

◆委託者にて原産品判定依頼の申請を行う場合

下記を満たしていることを証する資料

①生産に係る企画、仕様の決定

②原材料の調達、支給又は指定

③製造全般の管理・指揮等

※輸出者として原産品判定依頼が可能な場合、委託生産者の対象にはなりません。
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手続きを始めるにあたっての確認事項

✓ 輸出国

✓ 適用協定

✓ 輸出産品のHSコード

✓ 適用ルール

✓ 材料・部品の数

✓ 生産者の協力

✓ 企業登録の有・無
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